
 

観観産第５１３号の３  

平 成 ２６年 １月 ２４日 

 

都道府県知事 殿 

 

 

観 光 庁 長 官 

 

新高速乗合バスへの移行後の高速ツアーバス等の取扱について 

 

 

高速ツアーバス及び会員制高速バス（以下「高速ツアーバス等」という。）について

は、平成２５年７月３１日までに新高速乗合バスに移行することとし、同年８月１日以

降は高速ツアーバス等の運行を認めない旨通知してきたところであります（「高速ツア

ーバス等の高速乗合バスへの早期移行について」（平成２４年７月３１日付け国自旅

第２３８号、観観産第１８８号）及び「高速ツアーバス等の新高速乗合バスへの移行に

係る周知の徹底について（平成２５年４月２日付け国自旅第６９２号、観観産第５８２

号）」参照）。 

 これを踏まえ、高速ツアーバス等から新高速乗合バスへの移行を確実なものとす

るため、平成２５年８月１日以降の高速ツアーバス等の取扱について、別添のとおり

定め、（一社）日本旅行業協会及び（一社）全国旅行業協会に対し周知徹底を要請し

たところでありますのでその趣旨を了知いただくとともに、旅行業協会非加盟の第２

種旅行業者、第３種旅行業者、地域限定旅行業者及び旅行業者代理業者に対しても

周知徹底いただくようお願いいたします。 

なお、国土交通省ホームページ上の「高速ツアーバス安全通報窓口」及び「高速ツ

アーバス運行事業者リスト」については、平成２５年７月３１日をもって運用を終了した

ので、ご留意ください。また、「「輸送の安全を確保するための貸切バス選定・利用ガ

イドライン」の策定について（平成２４年６月２９日付け国自旅第２０９号）」及び「「高速

バス表示ガイドライン」の策定について（平成２４年６月２９日付け国自旅第２１０号）」

の改正についても、その趣旨を了知いただくとともに周知徹底いただくよう念のため

申し添えます。 
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別紙１

○「一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」（国自安第１３８号・国自旅第２１８・国自整第５５号）の一
部改正に係る新旧対照表

（傍線の部分は改正部分）

改 正 後 現 行

国自安第138号 国自安第138号

国自旅第218号 国自旅第218号

国自整第 5 5号 国自整第 5 5号

平成25年9月17日 平成25年9月17日

一部改正 平成26年１月24日

各地方運輸局長 殿 各地方運輸局長 殿

沖縄総合事務局長 殿 沖縄総合事務局長 殿

自動車局長 自動車局長

一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について 一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について

一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般貸切旅客自動車運送事業者（以下「事業者」という。）の法 一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般貸切旅客自動車運送事業者（以下「事業者」という。）の法

令違反について、道路運送法（昭和２６年法律第１８３号。以下「法」という。）第４０条の規定に基 令違反について、道路運送法（昭和２６年法律第１８３号。以下「法」という。）第４０条の規定に基

づく許可の取消し等の行政処分等を行う際の基準を次のように定めたので、今後、管下の事業者に行政 づく許可の取消し等の行政処分等を行う際の基準を次のように定めたので、今後、管下の事業者に行政

処分等を行う場合、この基準に従って行うこととされたい。 処分等を行う場合、この基準に従って行うこととされたい。

なお、「一般乗合旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」（平成２１年９月２９日 なお、「一般乗合旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」（平成２１年９月２９日

付け国自安第５８号、国自旅第１２６号、国自整第５２号）及び「一般貸切旅客自動車運送事業者に対 付け国自安第５８号、国自旅第１２６号、国自整第５２号）及び「一般貸切旅客自動車運送事業者に対

する行政処分等の基準について」（平成２１年９月２９日付け国自安第５９号、国自旅第１２７号、国 する行政処分等の基準について」（平成２１年９月２９日付け国自安第５９号、国自旅第１２７号、国

自整第５３号）並びに「一般乗合旅客自動車運送事業者に対する違反事項ごとの行政処分等の基準につ 自整第５３号）並びに「一般乗合旅客自動車運送事業者に対する違反事項ごとの行政処分等の基準につ

いて」（平成２１年９月２９日付け国自安第６１号、国自旅第１２９号、国自整第５５号）及び「一般 いて」（平成２１年９月２９日付け国自安第６１号、国自旅第１２９号、国自整第５５号）及び「一般

貸切旅客自動車運送事業者に対する違反事項ごとの行政処分等の基準について」（平成２１年９月２９ 貸切旅客自動車運送事業者に対する違反事項ごとの行政処分等の基準について」（平成２１年９月２９

日付け国自安第６２号、国自旅第１３０号、国自整第５６号）は、平成２５年９月３０日限り、廃止す 日付け国自安第６２号、国自旅第１３０号、国自整第５６号）は、平成２５年９月３０日限り、廃止す

る。 る。

１．～５．（略） １．～５．（略）

（別表第２） （別表第２）

一般貸切旅客自動車運送事業者に対する違反事項ごとの行政処分等の基準 一般貸切旅客自動車運送事業者に対する違反事項ごとの行政処分等の基準

違反行為 基準日車等 違反行為 基準日車等

適用条項 事項 初違反 再違反 適用条項 事項 初違反 再違反

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

運送法第30条 事業の健全な発達を阻害する競争 運送法第30条 事業の健全な発達を阻害する競争

第2項 １（略） （略） （略） 第2項 １ （略） （略） （略）
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２ 従前の高速ツアーバス又は従前 ４０日車 ８０日車

の会員制高速バスの運行形態に該

当する運行（注１）

３ 健康保険法、厚生年金保険法、 ２ 健康保険法、厚生年金保険法、

労働者災害補償保険法及び雇用保 労働者災害補償保険法及び雇用保

険法に基づく社会保険等加入義務 険法に基づく社会保険等加入義務

者が社会保険等に未加入（注２） （略） （略） 者が社会保険等に未加入（注１） （略） （略）

①・②（略） ②・②（略）

４ 最低賃金法に基づき国が定めた ３ 最低賃金法に基づき国が定めた

賃金の最低限度額より低い賃金の 賃金の最低限度額より低い賃金の

支払い（注３） （略） （略） 支払い（注２） （略） （略）

①・②（略） （略） （略） ①・②（略） （略） （略）

５ 運賃料金の適正収受違反等その ４ 運賃料金の適正収受違反等その

（略） 他 （略） 他

（注１）「従前の高速ツアーバス」及び「従前の会員制高速バス」については、

「従前の「高速ツアーバス」及び「会員制高速バス」の定義等について」（平

成24年10月31日付け国自安第96号・国自旅第318号・観観産第305号）におけ

る「従前の高速ツアーバス」及び「従前の会員制高速バス」の定義によるも

のとする。

（注２）（略） （注１）（略）

（注３）（略） （注２）（略）

（略） （略） （略） （略） （略） （略）

附 則（平成26年１月24日 国自安245号、国自旅第399号、国自整第291号）

１ この通達は、平成26年1月27日から施行する。

２ 改正後の道路運送法第30条第2項違反の事項2に係る通達の規定は、平成26年１月27日以降の違反

行為から適用する。
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別紙２

○「高速ツアーバスに係る安全運行協議会の設置について（平成２４年６月１８日国自旅第１９６号」の一部改正に係る新旧対照表

（傍線の部分は改正部分）

改 正 後 現 行

国自旅第 1 9 6号 国自旅第 1 9 6 号

平成24年6月18日 平成24年6月18日

一部改正 平成26年１月24日

各地方運輸局長 殿 各地方運輸局長 殿

沖縄総合事務局長 殿 沖縄総合事務局長 殿

自動車局長 自動車局長

高速ツアーバスに係る安全運行協議会の設置について

本年４月の関越自動車道における高速ツアーバスの事故を踏まえ、国土交通省において今夏の多客期

の安全確保のための緊急対策等の具体的な安全対策を内容とする「高速ツアーバス等貸切バスの安全規

制の強化について」（以下「緊急対策」という。）を決定したところである。

緊急対策においては、高速ツアーバスを企画実施する旅行業者について、当該旅行業者及び高速ツア

ーバスの運行を行う貸切バス事業者等により組織される「安全運行協議会」を別紙のとおり６月中に設

置するよう指導することとされている。第１種旅行業者に対しては観光庁より、第１種以外の旅行業者

に対しては都道府県より設置を指導する予定であるところ、貴局におかれては、管内の高速ツアーバス

の運行を受託する貸切バス事業者に対し、高速ツアーバスを企画実施する旅行業者から協議会への参加

について要請があった場合には、同協議会に構成員として参加の上、積極的に参画し、当該旅行業者そ

の他の関係者とともに高速ツアーバスの運行の安全確保に万全を期すよう、要請されたい。

（別紙）

高速乗合バス安全運行協議会の設置について 高速ツアーバス安全運行協議会の設置について

高速乗合バスの運行の安全を確保するため、道路運送法第３５条第１項の許可を受けて行う貸切バス 高速ツアーバスの運行の安全を確保するため、高速ツアーバスを企画実施する旅行業者（以下「旅行

委託型管理の受委託における委託者である一般乗合旅客自動車運送事業者（以下「高速乗合バス事業者」 業者」という。）と高速ツアーバスの運行を行う一般貸切旅客自動車運送事業者（以下「貸切バス事業

という。）と受託者である一般貸切旅客自動車運送事業者（以下「貸切バス事業者」という。）等が、単 者」という。）等が、単なる発注者と受注者の関係に止まることなく、顔の見える風通しの良い関係を

なる発注者と受注者の関係に止まることなく、顔の見える風通しの良い関係を構築し、一体となって運 構築し、一体となって運行の安全性の向上に取り組む必要がある。

行の安全性の向上に取り組む必要がある。 このため、各旅行業者は、高速ツアーバス安全運行協議会（以下「協議会」という。）を設置する。

このため、各高速乗合バス事業者は、「高速乗合バスの管理の受委託について」（平成２４年７月３１ なお、６月中に協議会を設置した上で、原則として７月１３日までに第１回会合を開催することとす

日付け国自安第５５号・国自旅第２３６号・国自整第７８号。以下「管理の受委託通達」という。）に る。

基づき、高速乗合バス安全運行協議会（以下「協議会」という。）を設置する。なお、従前の高速ツア

ーバス安全運行協議会については、新たに協議会として届け出ない限り、廃止されたものとみなす。

１．構成員 １．構成員

高速乗合バス事業者は、以下の関係者を構成員として協議会を主宰する。 旅行業者は、以下の関係者を構成員として協議会を主宰する。

① 貸切バス事業者 ① 貸切バス事業者
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（高速乗合バスの運行を受託する全ての受託者。） （原則として、高速ツアーバスの運行を受託する全ての受託者が加入する。）

② その他の安全運行の確保に必要な関係者 ② その他の安全運行の確保に必要な関係者

（例．チケット販売を行う旅行業者、バス停留所の設置・管理を行う者） （例．乗車場所で受付・案内を行うセンディング会社）

２．事務局

協議会の設置、運営に係る事務は旅行業者が行う。

２．活動 ３．活動

高速乗合バス事業者は、貸切バス事業者の中から幹事バス事業者を選定し、その協力を得て、以下の 貸切バス事業者の中から幹事バス事業者を選定し、その協力を得て、以下の事項に取り組むこととす

事項に取り組むこととする。なお、必要に応じて外部専門家の助言・指導を受けることとする。 る。なお、必要に応じて外部専門家の助言・指導を受けることとする。

特に、今夏（８月末日まで）については、以下の①、②、③を確実に実施する。

① 自主的な安全確保対策の確立（協議会を年２回以上開催） ① 自主的な安全確保対策の確立（協議会を年２回以上開催）

関係法令の遵守のための取組みを行うとともに、自主的な安全確保対策を確立する。（交替運転者の 関係法令の遵守のための取組みを行うとともに、自主的な安全確保対策を確立する。（交替運転者の

配置、運行計画、休憩時間、緊急時の連絡体制や被害者対応体制等） 配置、運行計画、休憩時間、安全な乗降場所、緊急時の連絡体制や被害者対応体制等）

② 貸切バス事業者の営業所等の調査（貸切バス事業者毎に年１回以上） ② 貸切バス事業者の営業所等の調査（貸切バス事業者毎に年１回以上）

高速乗合バス事業者が、管理の受委託通達に基づき、貸切バス事業者の営業所等を訪問し、関係法令 旅行業者のスタッフ（又は、これに準ずる者。以下同じ。）が、貸切バス事業者の営業所等を訪問し、

の遵守状況や安全対策の実施状況を調査する。問題があった場合は、貸切バス事業者に改善を求めると 関係法令の遵守状況や安全対策の実施状況を調査する。問題があった場合は、貸切バス事業者に改善を

ともに、所要の措置を講じる。 求めるとともに、所要の措置を講じる。

③ バス停留所等での実地調査（貸切バス事業者毎に年１回以上） ③ 乗降場所等での実地調査（貸切バス事業者毎に年１回以上）

高速乗合バス事業者が、バス停留所、サービスエリア（ＳＡ）、パーキングエリア（ＰＡ）等におい 旅行業者のスタッフが、ターミナル付近の乗降場所、サービスエリア（ＳＡ）のパーキングエリア（Ｐ

て、上記①で定めた自主的な安全確保対策が確実に実施されているかについて抜き打ちで調査する。問 Ａ）等において、上記①で定めた自主的な安全確保対策が確実に実施されているかについて抜き打ちで

題があった場合は、貸切バス事業者に改善を求めるとともに、改善措置の結果について、運輸局に対し 調査する。問題があった場合は、貸切バス事業者に改善を求めるとともに、所要の措置を講じる。

報告を行う。

④ 研修会の開催（年２回以上） ④ 研修会の開催（年２回以上）

貸切バス事業者の役員、運行管理者や指定運転者を対象とした関係法令の遵守や運行の安全性の向上 貸切バス事業者の役員、運行管理者や指導運転者を対象とした関係法令の遵守や運行の安全性の向上

に関する研修会を開催する。 に関する研修会を開催する。

⑤ 安全運行関連情報の共有（随時） ⑤ 安全運行関連情報の共有（随時）

高速乗合バス事業者から貸切バス事業者への安全情報や関係法令の改正情報等の共有を電子メール等 旅行業者から貸切バス事業者への安全情報や関係法令の改正情報等の共有を電子メール等で行う。

で行う。 なお、構成員がやむを得ない理由で協議会や研修会を欠席する場合は、電子メール等で配布資料や議

なお、構成員がやむを得ない理由で協議会や研修会を欠席する場合は、電子メール等で配付資料や議 事概要を送付することにより、適切に情報の共有を図る。

事概要を送付することにより、適切に情報の共有を図る。

３．活動の記録 ４．活動の記録

高速乗合バス事業者は、以下の記録を作成し、３年間保存するものとする。 旅行業者は、以下の記録を作成し、３年間保存するものとする。

① 構成員名簿 ① 構成員名簿

（貸切バス事業者の営業区域、担当者の所属部署、役職、氏名、電話番号、電子メールアドレスを記載。） （貸切バス事業者の営業区域、担当者の所属部署、役職、氏名、電話番号、電子メールアドレスを記載。）

② 協議会及び研修会の出席者名簿、議事概要（開催日時、場所も記載）、配付資料 ② 協議会及び研修会の出席者名簿、議事概要（開催日時、場所も記載）、配付資料

③ バス停留所等での実地調査の結果及びそれを踏まえた改善措置の概要 ③ 営業所等の調査や乗降場所等での実地調査の結果及びそれを踏まえた改善措置の概要

（調査の日時、場所、調査を実施した者の氏名、調査対象事業者、調査事項、調査結果、調査結果を踏 （調査の日時、場所、調査を実施した者の氏名、調査対象事業者、調査事項、調査結果、調査結果を踏

まえ講じた改善措置を記載。） まえ講じた改善措置を記載。）

４．報告 ５．報告

高速乗合バス事業者は、協議会の設置及びその活動について、主たる事務所を管轄する地方運輸局自 協議会の設置及びその活動については、第１種旅行業者にあっては主たる営業所を管轄する地方運輸

動車交通部旅客（第一）課（又は沖縄総合事務局運輸部陸上交通課）に対し、以下のとおり報告するこ 局企画観光部観光地域振興課（又は沖縄総合事務局運輸部企画室）に、第２種旅行業者にあっては都道

ととする。 府県の旅行業主管課に対し、以下のとおり報告することとする。

①協議会の設置（設置次第報告） ①協議会の設置（平成２４年６月末日までに報告）
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・設置要綱（協議会の設置日を明記） ・設置要綱（協議会の設置日を明記）

・構成員名簿 ・構成員名簿

②協議会の開催（開催後１週間以内に報告） ②協議会の開催（開催後１週間以内に報告）

・出席者名簿 ・出席者名簿

・議事概要 ・議事概要

・バス停留所等での実地調査の結果及びそれを踏まえた改善措置の概要（前回協議会以降に実施したも ・営業所等の調査や乗降場所等での実地調査の結果及びそれを踏まえた改善措置の概要（前回協議会以

の。） 降に実施したもの。）

・設置要綱（変更がある場合） ・設置要綱（変更がある場合）

・構成員名簿（ 〃 ） ・構成員名簿（ 〃 ）

６．公表

協議会の設置や開催状況等については、国土交通省及び観光庁のホームページにおいて公表する。

附 則（平成26年１月24日 国自旅第399号）

この通達は、平成26年１月27日から施行する。
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別紙３

○「「輸送の安全を確保するための貸切バス選定・利用ガイドライン」の策定について（平成２４年６月２９日国自旅第２０９号」の一部改正に係る新旧対照表

（傍線の部分は改正部分）

改 正 後 現 行

国自旅第 2 0 9号 国自旅第 2 0 9 号

平成24年6月29日 平成24年6月29日

一部改正 平成26年１月24日

各地方運輸局長 殿 各地方運輸局長 殿

沖縄総合事務局長 殿 沖縄総合事務局長 殿

自動車局長 自動車局長

「輸送の安全を確保するための貸切バス選定・利用ガイドライン」 「輸送の安全を確保するための貸切バス選定・利用ガイドライン」

の策定について の策定について

平成24年4月29日に関越自動車道において発生した高速ツアーバスの事故を踏まえ、国土交通省にお

いて、同年6月11日に、今夏の多客期の安全確保のための緊急対策等の具体的な安全対策について、

「高速ツアーバス等貸切バスの安全規制の強化について」（以下「緊急対策」という。）として決定した

ところである。

緊急対策においては、旅行業者、地方自治体、学校その他の利用者が貸切バス事業者を選ぶ際のポイ

ントや利用の際の留意点を示した「輸送の安全を確保するための貸切バス選定ガイドライン（仮称）」

を作成し、利用者に対してその周知を図るとともに、これに沿った貸切バス事業者の選定・利用がなさ

れるよう指導・要請することとされている。

今般、高速ツアーバス等の新高速乗合バスへの移行に伴い、別紙のとおり「輸送の安全を確保するた このため、別紙のとおり「輸送の安全を確保するための貸切バス選定・利用ガイドライン」を策定し

めの貸切バス選定・利用ガイドライン」を改定したところであり、貴局におかれては、旅行業者、地方 たところであり、貴局におかれては、旅行業者、地方自治体、学校関係者等の貸切バス利用者に対し、

自治体、学校関係者等の貸切バス利用者に対し、同ガイドラインの周知徹底及びこれに沿った貸切バス 同ガイドラインの周知徹底及びこれに沿った貸切バス事業者の選定・利用がなされるよう指導・要請を

事業者の選定・利用がなされるよう指導・要請を行われたい。 行われたい。

なお、本件については、関係者あて別添のとおり通知したので申し添える。 なお、本件については、関係者あて別添のとおり通知したので申し添える。

（別紙） （別紙）

輸送の安全を確保するための貸切バス選定・利用ガイドライン 輸送の安全を確保するための貸切バス選定・利用ガイドライン

平成24年6月29日 平成24年6月29日

一部改正 平成26年１月24日

国土交通省自動車局長 国土交通省自動車局長

Ⅰ．（略） Ⅰ．（略）

Ⅱ．貸切バス事業者の選定及び利用について Ⅱ．貸切バス事業者の選定及び利用について

１貸切バス事業者の選定に関する留意点 １貸切バス事業者の選定に関する留意点

（１）・（２）（略） （１）・（２）（略）

（３）サービスの安全性等を判断する上で参考となる情報 （３）サービスの安全性等を判断する上で参考となる情報

①（略） ①（略）

②任意保険・共済の加入状況 ②任意保険・共済の加入状況

貸切バス事業者は、自賠責保険・共済に加え、対人無制限、対物２００万円以上の任意保険・共済 貸切バス事業者は、自賠責保険・共済に加え、対人８，０００万円以上、対物２００万円以上の任

契約を締結していなければなりません。選定の対象とする貸切バス事業者に、締結している任意保険 意保険・共済契約を締結していなければなりません。選定の対象とする貸切バス事業者に、締結して
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・共済契約の内容（例、「対人無制限」等）を確認してください。 いる任意保険・共済契約の内容（例、「対人無制限」等）を確認してください。

※旅客自動車運送事業運輸規則第１９条の２、「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により ※旅客自動車運送事業運輸規則第１９条の２、「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により

生じた旅客その他の生命、身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定 生じた旅客その他の生命、身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定

める告示」参照。 める告示」参照。

③（略） ③（略）

④国土交通省の公表する「高速ツアーバス運行事業者リスト」

利用者・旅行業者が高速ツアーバスを利用・企画しようとする際に安全な貸切バスの選択に役

立つ情報を提供するため、貸切バス事業者のうち今夏の多客期以降に高速ツアーバスを運行する

意向のある者（以下「高速ツアーバス事業者」といいます。）について、国土交通省が次の事項を

整理して公表しています。

【記載項目】

・貸切バス事業者の概要（名称、保有車両数等）

・安全に関する自主的取組状況（安全マネジメント評価等）

・最近の監査において確認した、運行の安全の確保の観点から重大または悪質な法令違反の有無

ＵＲＬ：http://www.mlit.go.jp/jidosha/tour-bus.html

④安全マネジメント評価 ⑤安全マネジメント評価

全ての運輸事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚して、絶えず輸送の安全性 全ての運輸事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚して、絶えず輸送の安全

の向上に努めなければなりません。これに対して、国や国の認定を受けた第三者機関が運輸事業者の 性の向上に努めなければなりません。これに対して、国や国の認定を受けた第三者機関が運輸事

経営管理部門を対象として、安全管理体制の実際の運用状況の確認、安全管理体制の更なる改善等に 業者の経営管理部門を対象として、安全管理体制の実際の運用状況の確認、安全管理体制の更な

向けたきめ細かな助言を行うものが安全マネジメント評価です。 る改善等に向けたきめ細かな助言を行うものが安全マネジメント評価です。国の評価はバス事業

者については安全管理規程を定める義務を有する保有車両数２００両以上の事業者が対象となり

ます。

以下は評価視点の一例です。 以下は評価視点の一例です。

・輸送の安全に関する方針、目標が設定されているか ・輸送の安全に関する方針、目標が設定されているか

・ヒヤリ・ハット情報を含む事故等に関する情報を、全社的かつ体系的に収集し、活用する仕組みと ・ヒヤリ・ハット情報を含む事故等に関する情報を、全社的かつ体系的に収集し、活用する仕

体制が構築されているか 組みと体制が構築されているか

・内部監査の仕組みと体制が構築され、機能しているか ・内部監査の仕組みと体制が構築され、機能しているか

・安全管理体制の見直しのための仕組み（PDCA）と体制が構築され、機能しているか ・安全管理体制の見直しのための仕組み（PDCA）と体制が構築され、機能しているか

評価の有無は、選定の対象とする貸切バス事業者に確認してください。 高速ツアーバス運行事業者の評価の有無は、下記ＵＲＬを確認して下さい。

ＵＲＬ：http://www.mlit.go.jp/jidosha/tour-bus.html

高速ツアーバス運行事業者以外の評価の有無は、選定の対象とする貸切バス事業者に確認し

てください。

⑤デジタル式運行記録計およびドライブレコーダーの導入状況 ⑥デジタル式運行記録計およびドライブレコーダーの導入状況

（略） （略）

⑥先進安全自動車（ASV）の導入状況 ⑦先進安全自動車（ASV）の導入状況

（略） （略）

⑦グリーン経営認証 ⑧グリーン経営認証

（略） （略）

２ ２

①～④（略） ①～④（略）

⑤交替運転者の要否 ⑤交替運転者の要否

・安全な運行を確保するためには、２名乗務・途中交替など交替運転者の配置が必要となる場合があ ・安全な運行を確保するためには、２名乗務・途中交替など交替運転者の配置が必要となる場合があ

ります。上記①～④までの事項を考慮し、行程における交替運転者の必要性を検討してください。 ります。上記①～④までの事項を考慮し、行程における交替運転者の必要性を検討してください。

※「交替運転者の配置基準」参照

⑥（略） ⑥（略）

３・４（略） ３・４（略）

Ⅲ （略） Ⅲ （略）
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附 則（平成26年１月24日 国自旅第399号）

この通達は、平成26年１月27日より施行する。
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別紙４

○「高速バス表示ガイドライン」の策定について（平成２４年６月２９日国自旅第２１０号）」の一部改正に係る新旧対照表

（傍線の部分は改正部分）

改 正 後 現 行

国自旅第210号 国自旅第210号

平成24年6月29日 平成24年6月29日

一部改正 平成26年１月24日

各地方運輸局長 殿 各地方運輸局長 殿

沖縄総合事務局長 殿 沖縄総合事務局長 殿

自動車局長 自動車局長

「高速乗合バス表示ガイドライン」の策定について 「高速バス表示ガイドライン」の策定について

平成２４年４月２９日に関越自動車道において発生した高速ツアーバスの事故を踏まえ、国土交通省

今般、高速ツアーバス等の新高速乗合バスへの移行に伴い、国土交通省自動車局において、別紙のと において、同年６月１１日に、今夏の多客期の安全確保のための緊急対策等の具体的な安全対策につい

おり「高速乗合バス表示ガイドライン」を改定したところであり、貴局におかれては、高速乗合バスを て、「高速ツアーバス等貸切バスの安全規制の強化について」（以下「緊急対策」という。）として決定

運行する乗合バス事業者に対し、同ガイドラインの周知徹底を図るよう、適切に指導されたい。 したところである。

なお、本件については、関係者あて別添のとおり通知したので申し添える。 緊急対策においては、安全等に関する適切な情報の提供・把握のための取組として、高速乗合バスと

高速ツアーバスの別、交替運転者の配置予定等安全情報の利用者への提供を内容とする「高速バス表示

ガイドライン（仮称）」を作成し、旅行業者及びバス事業者に対してその周知を図るとともに、夏の多

客期までにこれに沿った表示がなされるよう指導することとされている。

このため、国土交通省自動車局及び観光庁において、別紙のとおり「高速バス表示ガイドライン」を

策定したところであり、第１種旅行業者に対しては、観光庁より、第１種以外の旅行業者に対しては都

道府県より同ガイドラインの周知徹底及びこれに基づく指導を行う予定であるところ、貴局におかれて

は、高速ツアーバスの運行を行う貸切バス事業者及び高速乗合バスを運行する乗合バス事業者に対し、

同ガイドラインの周知徹底を図るとともに、今夏の多客期までのできる限り早期に同ガイドラインに沿

った表示とするよう地方高速ツアーバス安全対策会議等も活用の上、適切に指導されたい。

なお、本件については、関係者あて別添のとおり通知したので申し添える。

（別紙） （別紙）

高速乗合バス表示ガイドライン 高速バス表示ガイドライン

平成24年6月29日 平成24年6月29日

一部改正 平成26年１月24日 国土交通省自動車局

国土交通省自動車局 観光庁

Ⅰ．高速乗合バス表示ガイドラインについて Ⅰ．高速バス表示ガイドラインについて

１．本ガイドライン策定の目的 １．本ガイドライン策定の背景及び目的

バス事業者及び販売サイトを含む関係者による広告等の表示を適正化し、利用者が適切な高速乗合 現在運行されている高速バスには、制度上、①路線バス会社（道路運送法に基づく一般乗合旅客自

バスを選択できる環境を整えるための指針として、「高速乗合バス表示ガイドライン」を策定する。 動車運送事業者をいう。以下同じ。）による「高速乗合バス」と②旅行会社（旅行業法に基づく旅行

業者をいう。以下同じ。）による「高速ツアーバス」があるが、利用者にはその違いの判別は容易で

はなく、両者の差異の明確化が必要である。

また、関係事業者による安全性等の向上に向けた取り組みを促進するためには、高速バスの利用者
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が高速バスを選択する上で特に重要と考えられる情報の「見える化」を進めることが必要である。

このため、バス事業者、旅行業者及び販売サイトを含む関係者による広告等の表示を適正化し、利

用者が適切な高速バスを選択できる環境を整えるための指針として、「高速バス表示ガイドライン」

を策定する。

【用語の定義】 【用語の定義】

本ガイドラインにおける用語の定義は以下のとおり。 本ガイドラインにおける用語の定義は以下のとおり。

○高速バス

「高速乗合バス」及び「高速ツアーバス」をいう。

○高速乗合バス ○高速乗合バス

道路運送法施行規則第３条の３第１号に規定する路線定期運行であって、同規則第１０条第１項第 一般乗合旅客自動車運送事業者が運行する高速道路を経由する乗合バスをいう。

１号ロの運賃を適用するもの（※）をいう。

（※）専ら一の市町村の区域を越え、かつ、その長さが概ね５０ｋｍ以上の路線において、停車す

る停留所を限定して運行する自動車により乗合旅客を運送するもの

○高速ツアーバス

高速道路を経由する２地点間の移動のみを主たる目的とする募集型企画旅行として運行される貸切

バスをいう。

○乗合バス事業者

道路運送法第４条の一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受け、高速乗合バスを運行する事業者

○委託者

道路運送法第３５条の管理の受委託の許可を受け、一般貸切旅客自動車運送事業者へ自らが行う

高速乗合バスの運行の一部を委託する乗合バス事業者

○受託者

道路運送法第３５条の管理の受委託の許可を受け、乗合バス事業者が行う高速乗合バスの運行の

一部を受託する一般貸切旅客自動車運送事業者

○貸切委託運行

受託者が行う高速乗合バスの運行

２．本ガイドラインの対象 ２．本ガイドラインの対象

（１）対象とするサービス （１）対象とするサービス

「高速乗合バス」を対象とする。 「高速乗合バス」及び「高速ツアーバス」を対象とする。

（２）対象とする表示 （２）対象とする表示

以下の媒体における「高速乗合バス」の販売における広告の表示を対象とする。 以下の媒体における「高速乗合バス」及び「高速ツアーバス」の販売における広告の表示を対象とす

る。

①インターネット（携帯電話用のサイトを含む。）における広告の表示 ①インターネット（携帯電話用のサイトを含む。）における広告の表示

②紙媒体における広告の表示 ②紙媒体における広告の表示

③車両における表示 ③車両における表示

３．（略） ３．（略）

Ⅱ．具体的な表示内容について Ⅱ．具体的な表示内容について

１．インターネット（携帯電話用のサイトを含む。）における表示 １．インターネット（携帯電話用のサイトを含む。）における表示

（１）具体的な表示のイメージ （１）具体的な表示のイメージ
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検索結果

15件中1～3件表示

ーーー号○○○便【高速ツアーバス（募集型企画旅行）】

実車走行距離：○○○km

※国が定める特別な安全措置を講じています。

○旅行日程

【企画実施会社】
(株)○○トラベル

【運行会社】
(株)△△交通

【旅行代金】
大人○○○○円
小人○○○○円

【最少催行人員】
○○名

ーーー号○○○便【高速ツアーバス（募集型企画旅行）】

実車走行距離：○○○km

○旅行日程

【企画実施会社】
(株)○○トラベル

【運行会社】
利用予定バス会社
一覧のいずれか

【旅行代金】
大人○○○○円
小人○○○○円

【最少催行人員】
○○名

ーーー号○○○便【高速乗合バス（路線バス）】

走行距離：○○○km

○運行時刻

【運行会社】
(株)●●バス

【運賃】
大人○○○○円
小人○○○○円

夜行便

運転者 任意保険・共済 安全運行協議会

１名乗務（※） 対人賠償無制限 設置

所要時間（見込み）：*時間**分

○／○（土）

東京駅 新宿駅

**:** **:**

○／○（日）

大津駅 京都駅

**:** **:** 予約へ

昼行便

運転者 任意保険・共済 安全運行協議会

２名乗務 対人８，０００万円 未設置

所要時間（見込み）：*時間**分

○／○（金）

東京駅 新宿駅

**:** **:**

○／○（金）

三ノ宮駅 神戸駅

**:** **:**

予約へ

空席照会へ

夜行便

運転者 任意保険・共済

途中交替 対人賠償無制限

○／○（金）

東京駅 新宿駅

**:** **:**

○／○（土）

京都駅 大阪駅

**:** **:**

【必須】（Ｐ．７．８）
「高速乗合バス」と「高速ツアー
バス」に係る補足説明にリンク

【推奨】（Ｐ．１１）
企画実施会社及び運行会社への
リンク

【必須】（Ｐ．１０）
乗降場所の住所・地図等を
表示するページへリンク

【必須】（Ｐ．７，８）
「高速乗合バス」と「高速ツアー
バス」に係る補足説明にリンク

【推奨】（Ｐ．１１）
企画実施会社へのリンク

【必須】（Ｐ．９）
販売時点で運行を行う者が確定して
いない場合に「利用予定バス会社
一覧」へリンク

【必須】（Ｐ．７．８）
「高速乗合バス」と「高速ツアー
バス」に係る補足説明にリンク

【推奨】（Ｐ．１１）
運行会社へのリンク所要時間（見込み）：*時間**分

【必須】（Ｐ．１０、１１）
高速ツアーバス運行事業者リスト
及び高速ツアーバスの安全通報
窓口にリンクするバナーを設置

高速ツアーバス
安全通報
窓口

安全に関する情報をお寄せください

【必須】（Ｐ．１０）
乗降場所の住所・地図等を
表示するページへリンク

【必須】（Ｐ．１０）
乗降場所の住所・地図等を
表示するページへリンク

【必須】（Ｐ．１０）
「安全運行協議会」に係る補足説明
にリンク

【必須】（Ｐ．１０）
「安全運行協議会」に係る補足説明
にリンク

【必須】（Ｐ．９）
講じている具体的な安全措置の
内容を表示するページへリンク
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（２）共通事項

「高速バス」の用語は、利用者が高速乗合バスと誤認するおそれがあるため、「高速ツアーバス」

のみを販売するサイトにおいては、用いてはならない。

ただし、本ガイドラインの公表の際、現に会社名又は「高速ツアーバス」のみを販売するサイト

の名称として「高速バス」を用いている場合にあっては、会社名及び当該サイトの名称を表示し

ている箇所の近くに「高速ツアーバス」のみを販売している旨を見やすいように表示することと

する。

（２）表示を必須とする事項 （３）表示を必須とする事項

① 運行形態 ① 運行形態

「高速乗合バス（路線バス）」の表示 ●「高速乗合バス」と「高速ツアーバス」の別の表示

販売されている商品が「高速乗合バス」であることを利用者が容易に判別できるように、「高速 利用者が、販売されている商品が「高速乗合バス」と「高速ツアーバス」のいずれの運行形態

乗合バス（路線バス）」を販売する商品毎に表示する。 によるものかを容易に判別できるように、「高速乗合バス（路線バス）」又は「高速ツアーバス（募

集型企画旅行）」のいずれかを販売する商品毎に表示する。

（※１）「高速乗合バス」及び「高速ツアーバス」の両方を販売するサイトの場合

「高速乗合バス」のみを販売するページと「高速ツアーバス」のみを販売するページ

が厳格に分けられ、利用者が販売されている商品の運行形態を容易に判別できる場合には、

商品毎の表示を行う必要はなく、当該ページの上部等の見やすい部分へいずれかの運行形

態の商品を販売するページかを表示することにより、個々の商品毎の表示を省略すること

も可とする。

（※２）「高速乗合バス」又は「高速ツアーバス」のみを販売しているサイトの場合

販売する商品毎に運行形態の別を表示することに代え、当該サイトでは「高速乗合バ

ス」又は「高速ツアーバス」のみを販売している旨を、利用者が通常必ず閲覧すると考え

られる画面（例：商品検索画面のトップ、予約画面のトップ等）に見やすいように表示を

する。

【表示例】

① 高速乗合バスのみを販売しているサイト又はページの場合

※当サイト（又はこのページ）では、「高速乗合バス」（路線バス）のみを販売しています。

「高速ツアーバス」（募集型企画旅行）は販売しておりません。

② 高速ツアーバスのみを販売しているサイト又はページの場合

※当サイト（又はこのページ）では、「高速ツアーバス」（募集型企画旅行）のみを販売してい

ます。「高速乗合バス」（路線バス）は販売しておりません。

●「高速乗合バス」と「高速ツアーバス」に係る補足説明

「高速乗合バス」と「高速ツアーバス」の違いについて、利用者に対し補足説明を行うため、「高

速乗合バス（路線バス）」又は「高速ツアーバス（募集型企画旅行）」等をクリックした場合、次

の内容が記載された補足説明のページを表示する。

【ご注意】運行形態による高速バスの商品内容の違いについて

『高速バス』には制度上、①路線バス会社による「高速乗合バス」と、②旅行会社による「高

速ツアーバス」の２種類があり、外形上は区別がつきにくいのですが、利用者の契約の相手方が

バス運行の安全確保にどこまで責任を負うのかなどの違いがあります。利用者から見た場合の主

な違いについては別表のとおりです。

両者の違いをよくご理解頂いた上で購入される商品をお選び下さい。

①「高速乗合バス」：

路線バスの一種。道路運送法に基づき路線バス会社が企画・販売・運行します。契約の相手方

である路線バス会社がバス運行の安全確保に責任を負います。

②「高速ツアーバス」：

旅行商品の一種。旅行業法に基づき旅行会社が企画・実施し、貸切バス会社が運行します。利

用者の契約の相手方である旅行会社は、バス会社ではないのでバス運行の安全確保に直接の責任
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を負いません。

高速ツアーバスは乗合場所が分かりにくいこともあります。通行人や近隣の方に迷惑にならな

いようにご利用のバスをお待ち下さい。

② 運行会社 ② 運行会社

次に掲げる運行形態に応じ、それぞれに定める事項を表示する。 高速乗合バスについては、運行する乗合バス事業者の事業者名を表示する。また、高速ツアーバ

ⅰ）自社運行（管理の受委託の許可を受け乗合バス事業者へ運行委託する場合を含む。） スについては、利用予定の貸切バス事業者の事業者名を表示する。販売時点では利用予定の貸切バ

運行する乗合バス事業者の名称 ス事業者が確定していない場合は、利用予定の貸切バス事業者を網羅的に記載した「利用予定バス

ⅱ）貸切委託運行 会社一覧」を表示する。

委託者の名称及び受託者の名称 なお、公益社団法人日本バス協会の貸切バス事業者安全性評価認定制度の認定を受けている事業

者については、その旨又は星マーク（「☆」）等の記号を表示する。

さらに、事業者名に加えて、「高速ツアーバス運行事業者リスト」におけるリスト番号も表示す

る。
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③ 実車距離 ③ 実車距離

片道の実車距離（利用者の乗車の有無に関わらず、乗合バス事業者が、利用者が乗車可能な区間 片道の実車距離（利用者の乗車の有無に関わらず、高速ツアーバスを企画・実施する旅行業者（以

として設定した起点から終点までの距離をいう。回送距離は含まない。以下同じ。）を表示する。 下「旅行業者」という。）又は乗合バス事業者が、利用者が乗車可能な区間として設定した起点か

１キロ未満の端数は切り上げる。（例．「４５０．１ｋｍ」の場合、表示は「４５１ｋｍ」） ら終点までの距離をいう。回送距離は含まない。以下同じ。）を表示する。１キロ未満の端数は切

り上げる。（例．「４５０．１ｋｍ」の場合、表示は「４５１ｋｍ」）

④（略） ④（略）

⑤ 運転者 ⑤ 運転者

片道の実車距離が４００ｋｍを超える運行の場合は、販売する商品毎に、「２名乗務」、「１名乗 片道の実車距離が４００ｋｍを超える運行の場合は、販売する商品毎に、「２名乗務」、「１名乗

務」、「途中交替」を表示する。 務」、「途中交替」を表示する。

また、例えば、「１名乗務」と表示する場合において、「◇◇ＳＡで休憩し、運転者が１時間仮眠」 この場合において、１名乗務の運行については、法令に基づき特別な安全措置を講じ、その内容

等の特記事項を付すことを妨げない。 について公表を行うこととされた場合には、講じている特別な安全措置の内容を表示する。

さらに、片道の実車距離が４００ｋｍを超える運行であって「１名乗務」により運行する場合に さらに、例えば、「１名乗務」と表示する場合において、「◇◇ＳＡで休憩し、運転者が２時間仮

は、「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」（平成１４年１月３０日付け国自総第 眠」等の特記事項を付すことを妨げない。

４４６号、国自旅第１６１号、国自整第１４９号）の「第２１条 過労防止等（６）交替運転者の

配置（第６項）」に規定する特別な安全措置を講じている旨の説明を付記又はリンクするよう設定

する。

⑥ 安全運行協議会

高速ツアーバスについては、旅行業者が安全運行協議会を設置している旨を表示する。

⑦ 任意保険・共済

⑥ 任意保険・共済 乗合バス事業者又は貸切バス事業者が加入している、事業用自動車の運行により生じた利用者の

運行会社（乗合バス事業者又は受託者）が加入している、事業用自動車の運行により生じた利用 生命又は身体の損害を賠償することによって生ずる損失をてん補することを内容とする損害賠償責

者の生命又は身体の損害を賠償することによって生ずる損失をてん補することを内容とする損害賠 任保険契約又は損害賠償責任共済契約の限度額をすべての事業者に表示する。（例．「対人賠償無制

償責任保険契約又は損害賠償責任共済契約の限度額を表示する。（例．「対人賠償無制限」／「対人 限」／「対人８０００万円」）

８０００万円」） ⑧ 乗降場所

⑦ バス停留所 乗降場所の位置を表示する。なお、高速ツアーバスについては、バス停留所標識が設置され

バス停留所の位置を表示する。 ていない旨を表示する。

⑨ 国土交通省「高速ツアーバス運行事業者リスト」

高速ツアーバスを販売するサイトにおいては、利用者が通常必ず閲覧すると考えられる画面（例

えば、商品検索画面のトップ、予約画面のトップ等）から、国土交通省が公表する「高速ツアーバ

ス運行事業者リスト」へリンクするバナー等の設置を行う。

【リンク先ＵＲＬ】

http://www.mlit.go.jp/jidosha/tour-bus.html

⑩ 国土交通省「高速ツアーバスの安全通報窓口」

高速ツアーバスを販売するサイトにおいては、利用者が通常必ず閲覧すると考えられる画面（例

えば、商品検索画面のトップ、予約画面のトップ等）から、国土交通省が設置する「高速ツアーバ

スの安全通報窓口」へリンクするバナーの設置を行う。

【リンク先ＵＲＬ】

パソコン用：http://www.mlit.go.jp/jidosha/tourbus-tsuho.html

携帯電話用：http://www.mlit.go.jp/mobile/jidosha/tourbus-tsuho.html

（３）表示を推奨する項目 （４）表示を推奨する項目

① 旅行業者に関する情報

旅行業者のホームページ又は販売サイトが作成する旅行業者の詳細情報のページがある場合に

は、当該旅行業者の名称からリンクするよう設定する。

① 運行会社に関する情報 ② 貸切バス事業者に関する情報

運行する乗合バス事業者のホームページ又は販売サイトが作成する乗合バス事業者の詳細情報の 貸切バス事業者のホームページ又は販売サイトが作成する貸切バス事業者の詳細情報のページが

ページがある場合には、当該事業者の名称からリンクするよう設定する。 ある場合には、当該事業者の名称からリンクするよう設定する。

② 貸切委託運行における委託者及び受託者に関する情報

貸切委託運行を行う高速乗合バスを販売するサイトにおいては、委託者及び受託者のホームペー
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ジ又は販売サイトが作成する委託者及び受託者の詳細情報のページがある場合には、当該事業者の

名称からリンクするよう設定する。

③ 安全性向上のための自主的な取組 ③ 安全性向上のための自主的な取り組み

高速バスの安全性の向上のための自主的な取組の概要について次のような内容を表示する。 高速バスの安全性の向上のための自主的な取組の概要について次のような内容を表示する。

【事業者選定関係】 【事業者選定関係】

貸切委託運行における乗合バス事業者による受託者の選定時における条件及びその適合性の確認 旅行業者が運行する貸切バス事業者を選定する際の条件及びその適合性の確認方法を表示する。

方法を表示する。

【車両関係】 【車両関係】

車両に自主的に備え付けた装置等がある場合、その内容を表示することが考えられる。 車両に自主的に備え付けた装置等がある場合、その内容を表示することが考えられる。

例１．「運転者仮眠室完備車両」 例１．「運転者仮眠室完備車両」

例２．「○○装備車両」 例２．「○○装備車両」

－デジタル式運行記録計 －デジタル式運行記録計

－ドライブレコーダー －ドライブレコーダー

－居眠り感知装置 －居眠り感知装置

－ふらつき注意喚起装置 －ふらつき注意喚起装置

－車線逸脱警報装置 －車線逸脱警報装置

－衝突被害軽減ブレーキ －衝突被害軽減ブレーキ

※記載例の項目に限らず、安全性向上のための自主的な取り組みについては、積極的に表示する。 ※記載例の項目に限らず、安全性向上のための自主的な取り組みについては、積極的に表示する。

（４）その他 （５）その他

①（略） ①（略）

②利用者に対する情報提供 ②利用者に対する情報提供

利用者が、自分が乗車する便についての情報を乗車の前後を問わず、あるいは、外出先でも確認 利用者が、自分が乗車する便についての情報を乗車の前後を問わず、あるいは、外出先でも確認

できるようにする観点から、利用者のメールアドレスに送付する予約確認メールやWeb 乗車券等にも、 できるようにする観点から、利用者のメールアドレスに送付する予約確認メールやWeb 乗車券等にも、

適宜より詳しい情報が掲載されるページにリンクすること等により、Ⅱ．１．（２）に掲げる事項に 適宜より詳しい情報が掲載されるページにリンクすること等により、Ⅱ．１．（３）に掲げる事項に

関する情報等を閲覧できるようにする。 関する情報等を閲覧できるようにする。

２．紙媒体における広告の表示 ２．紙媒体における表示

紙媒体についてもⅡ．１．と同様の内容を表示することとするが、紙幅に限りがあることや短期間 紙媒体についてもⅡ．１．と同様の内容を表示することとするが、紙幅に限りがあることや短期間

での情報の更新が困難であることなどの紙媒体特有の制約があることから、少なくとも利用者にとっ での情報の更新が困難であることなどの紙媒体特有の制約があることから、少なくとも利用者にとっ

て「高速乗合バス（路線バス）」であることが容易に認識できるよう措置するとともに、Ⅱ．１．と同 て「高速乗合バス（路線バス）」と「高速ツアーバス（募集型企画旅行）」の別が容易に判別できるよ

様の内容が掲載されたホームページの紹介を行うこと等により、利用者が適切により詳しい情報を得 う措置するとともに、Ⅱ．１．と同様の内容が掲載されたホームページの紹介を行うこと等により、

られるようにする。 利用者が適切により詳しい情報を得られるようにする。

３．車両における表示 ３．車両における表示

（１）車外への表示 （１）車外への表示

貸切委託運行により受託者が運行する高速乗合バスについては、日本工業規格Ａ列３番以上のサイ 高速ツアーバスについては、日本工業規格Ａ列３番以上のサイズの表示面に、以下の表示内容を大

ズの表示面に、以下の表示内容を大きな字ではっきりと記載し、乗降口付近に旅客の乗車時に見やす きな字ではっきりと記載し、乗降口付近に見やすいように、夜間でも判読が容易なように掲示する。

いように、夜間でも判読が容易なように掲示する。 なお、マグネットや紙の貼り付けにより対応する場合は、走行中の風雨や振動による剥離・汚損等

も懸念されるので、運行の前後を通じて適切な表示が継続するよう、十分に予防的な措置を講じてお

く必要がある。

（例）高速ツアーバスの場合の表示内容
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（２）車内での表示・放送 （２）車内での表示・放送

① 車内での表示 ① 車内での表示

片道の実車距離が４００ｋｍを超える夜間運行については、利用者が見やすい場所（例．入口付 片道の実車距離が４００㎞を超える運行については、利用者が見やすい場所（例．入口付近又は

近又は運転者席後ろの防犯仕切り板付近）に、以下の表示事項を掲示するか、又は備え付けること 運転者席後ろの防犯仕切り板付近）に、以下の表示事項を掲示するか、又は備え付けることとする。

とする。

【表示項目】 【表示項目】

－乗合バス事業者名（貸切委託運行の場合は委託者名） －乗合バス事業者名（高速乗合バスの場合に限る。）

－受託者名（貸切委託運行の場合に限る。） －旅行業者名（高速ツアーバスの場合に限る。）

－貸切バス事業者名（高速ツアーバスの場合に限る。）

－運行経路 －運行経路

旅客が乗降車する全てのバス停留所・休憩場所とその発着予定時刻・休憩予定時間を表示。 旅客が乗降車する全ての乗降場所・休憩場所とその発着予定時刻・休憩予定時間を表示。

－実車距離 －実車距離

－運転者の配置計画 －運転者の配置計画

（例．「２名乗務」、「◇◇ＳＡで待機中の運転者と交替」、「交替予定なし（◇◇ＳＡで休憩し、運 （例．「２名乗務」、「◇◇ＳＡで待機中の運転者と交替」、「交替予定なし（◇◇ＳＡで休憩し、運

転者が１時間仮眠）」） 転者が２時間仮眠）」）

－車両の初度登録年月（例．「平成２０年５月」） －車両の初度登録年月（例．「平成２０年５月」）

－事故防止技術の装着状況（例．「居眠り感知装置」、「ふらつき注意喚起装置」、「車線逸脱警報装 －事故防止技術の装着状況（例．「居眠り感知装置」、「ふらつき注意喚起装置」、「車線逸脱警報装

置」） 置」）

－運行に係る注意書き －運行に係る注意書き

ドライバーが疲労等により経路上に記載のないサービスエリア等において休憩をとることは道路 ドライバーが疲労等により経路上に記載のないサービスエリア等において休憩をとることは道路

運送法において認められていることやその結果、安全運行のため多少遅れが出る可能性があるこ 運送法において認められていることやその結果、安全運行のため多少遅れが出る可能性があるこ

と等を表示。 と等を表示。

② 車内での放送 ② 車内での放送

片道の実車距離が４００ｋｍを超える運行については、起点バス停留所等からの出発時に運転者 片道の実車距離が４００kmを超える運行については、起点バス停留所等からの出発時に運転者（交

が氏名（交替運転者を含む。）、途中休憩の場所（運転者が仮眠を取る場合はその旨も付言）及び安 替運転者を含む。）が氏名、途中休憩の場所（運転者が仮眠を取る場合はその旨も付言）及び安全

全運転で運行する旨の車内放送を行うこととする。 運転で運行する旨の車内放送を行うこととする。

（車内放送の例） （車内放送の例）

● ２名同時乗務の場合 ● ２名同時乗務の場合

「本日はご乗車頂きましてありがとうございます。このバスは○○経由○○行きです。これより、 「本日はご乗車頂きましてありがとうございます。このバスは○○経由○○行きです。これより、

出発致します。この便は、私、○○と交替運転者の○○の２名が安全運転で運行させて頂きます。 出発致します。この便は、私、○○と交替運転者の○○の２名が安全運転で運行させて頂きます。

どうぞ宜しくお願い致します。」 どうぞ宜しくお願い致します。」

● 途中地点で待機中の運転者と交替する場合 ● 途中地点で待機中の運転者と交替する場合

「本日はご乗車頂きましてありがとうございます。このバスは○○経由○○行きです。これより、 「本日はご乗車頂きましてありがとうございます。このバスは○○経由○○行きです。これより、

出発致します。この便は、私、○○が○○サービスエリアまでの運転を担当し、○○サービスエリ 出発致します。この便は、私、○○が○○サービスエリアまでの運転を担当し、○○サービスエリ

アで待機している交替運転者と交替させて頂きます。安全運転で運行させて頂きますので、どうぞ アで待機している交替運転者と交替させて頂きます。安全運転で運行させて頂きますので、どうぞ

宜しくお願い致します。」 宜しくお願い致します。」

● ワンマン運行の場合 ● ワンマン運行の場合

「本日はご乗車頂きましてありがとうございます。このバスは○○経由○○行きです。これより、 「本日はご乗車頂きましてありがとうございます。このバスは○○経由○○行きです。これより、

出発致します。この便は、私○○が終点まで安全運転で運行させて頂きます。途中、○○サービス 出発致します。この便は、私○○が終点まで安全運転で運行させて頂きます。途中、○○サービス

エリアで休憩し、仮眠室で ○時間の仮眠を取らせて頂く予定です。なお、安全運行のため、○○ エリアで休憩し、仮眠室で ○時間の仮眠を取らせて頂く予定です。なお、安全運行のため、○○

サービスエリアの他、途中、運転者が休憩を取ることがございますので、ご理解・ご協力いただけ サービスエリアの他、途中、運転者が休憩を取ることがございますので、ご理解・ご協力いただけ

ると幸いです。どうぞよろしくお願い致します。」 ると幸いです。どうぞよろしくお願い致します。」

附 則（平成26年１月24日 国自旅第399号）

この通達は、平成26年１月27日より施行する。
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別紙５

○「「高速ツアーバス」及び「会員制高速バス」の定義等について（国自安第９６号、国自旅第３１８号、観観産第３０５号）」の一部改正に係る新旧対照表

（傍線の部分は改正部分）

改 正 後 現 行

国自安第９６号 国自安第９６号

国自旅第３１８号 国自旅第３１８号

観観産第３０５号 観観産第３０５号

平成24年10月31日 平成24年10月31日

一部改正 平成26年１月24日

各地方運輸局企画観光部長 殿 各地方運輸局企画観光部長 殿

自動車交通部長 殿 自動車交通部長 殿

自動車監査指導部長 殿 自動車監査指導部長 殿

自動車技術安全部長 殿 自動車技術安全部長 殿

沖縄総合事務局運輸部長 殿 沖縄総合事務局運輸部長 殿

自動車局安全政策課長 自動車局安全政策課長

旅客課長 旅客課長

観光庁観光産業課長 観光庁観光産業課長

従前の「高速ツアーバス」及び「会員制高速バス」の定義等について 「高速ツアーバス」及び「会員制高速バス」の定義等について

今般、高速ツアーバス等の新高速乗合バスへの移行に伴い、従前の「高速ツアーバス」及び「会員制 先般、「高速ツアーバス等の高速乗合バスへの早期移行について」（平成２４年７月３１日付け国自旅

高速バス」の定義等について、下記のとおり細部取扱を改定したので、了知されるとともに、対応に遺 第２３８号、観観産第１８８号）を通達したところであるが、「高速ツアーバス」及び「会員制高速バ

漏のないよう取り計らわれたい。 ス」の定義等について、下記のとおり細部取扱を定めたので、了知されるとともに、対応に遺漏のない

なお、高速道路を経由しない運行など、従前の「高速ツアーバス」又は「会員制高速バス」の定義に よう取り計らわれたい。

該当しない場合であっても、乗合バス類似行為と認められる場合については、従来のとおり乗合バスへ なお、高速道路を経由しない運行など、「高速ツアーバス」又は「会員制高速バス」の定義に該当し

の移行指導又は道路運送法第２１条に基づく乗合旅客の運送の許可の取得指導の対象となる。また、下 ない場合であっても、乗合バス類似行為と認められる場合については、従来のとおり乗合バスへの移行

記の定義等については、今後の募集型企画旅行商品の販売状況等を踏まえ、一般旅客自動車運送事業の 指導又は道路運送法第２１条に基づく乗合旅客の運送の許可の取得指導の対象となる。また、下記の定

健全な発達を阻害する結果を生じるような競争を防止する観点から、適時適切に見直すこととしている 義等については、今後の募集型企画旅行商品の販売状況等を踏まえ、乗合バス類似行為の防止の観点か

ので申し添える。 ら、適時適切に見直すこととしているので申し添える。

記

記

１.定義

１.定義 （１）高速ツアーバス

（１）従前の高速ツアーバス 高速道路（注１）を経由する２地点間の移動のみを主たる目的とする募集型企画旅行（注２）

高速道路（注１）を経由する２地点間の移動のみを主たる目的とする募集型企画旅行（注２） として運行される貸切バス（注３）。

として運行される貸切バス（注３）。

（注１）「高速道路」とは、高速自動車国道法第４条第１項に規定する高速自動車国道及び道路

（注１）「高速道路」とは、高速自動車国道法第４条第１項に規定する高速自動車国道及び道路 法第４８条の４に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。

法第４８条の４に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。 （注２）「募集型企画旅行」とは、標準旅行業約款の募集型企画旅行の部第２条第１項に規定す

（注２）「募集型企画旅行」とは、標準旅行業約款の募集型企画旅行の部第２条第１項に規定す る募集型企画旅行をいう。以下同じ。
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る募集型企画旅行をいう。以下同じ。 （注３）道路運送法第２１条に基づく乗合旅客の運送の許可を受けて運行されるもの及び実車走

（注３）道路運送法第２１条に基づく乗合旅客の運送の許可を受けて運行されるもの及び実車走 行距離が概ね５０ｋｍ未満のものを除く。以下同じ。

行距離が概ね５０ｋｍ未満のものを除く。以下同じ。

（２）会員制高速バス

（２）従前の会員制高速バス 会費を支払った会員向けに一定期間乗り放題等の形態で提供される、高速道路を経由する２

会費を支払った会員向けに一定期間乗り放題等の形態で提供される、高速道路を経由する２ 地点間の移動サービスのために運行される貸切バス。

地点間の移動サービスのために運行される貸切バス。

（３）高速乗合バス

（３）高速乗合バス 道路運送法施行規則第３条の３第１号に規定する路線定期運行であって、規則第１０条第１項

道路運送法施行規則第３条の３第１号に規定する路線定期運行であって、同規則第１０条第１ 第１号ロの運賃を適用するもの（注１）をいう。

項第１号ロの運賃を適用するもの（注）をいう。

（注１）専ら一の市町村の区域を越え、かつ、その長さが概ね５０ｋｍ以上の路線において、停

（注）専ら一の市町村の区域を越え、かつ、その長さが概ね５０ｋｍ以上の路線において、停車 車する停留所を限定して運行する自動車により乗合旅客を運送するもの。

する停留所を限定して運行する自動車により乗合旅客を運送するもの。

２.「高速ツアーバス」等に該当しない場合

２.従前の「高速ツアーバス」等に該当しない場合 （１）高速ツアーバスに該当しない場合

（１）従前の高速ツアーバスに該当しない場合 旅行者が観光地を周遊する旅程の募集型企画旅行として運行される貸切バスや、以下の要件を

旅行者が観光地を周遊する旅程の募集型企画旅行として運行される貸切バスや、以下の要件を 満たす募集型企画旅行として運行される貸切バスは、「高速ツアーバス」には該当しないものと

満たす募集型企画旅行として運行される貸切バスは、従前の「高速ツアーバス」には該当しない して取り扱う。

ものとして取り扱う。 なお、具体の事例に係る判断に当たっては、乗合バス類似行為の防止の観点から、運行の名目

なお、具体の事例に係る判断に当たっては、一般旅客自動車運送事業の健全な発達を阻害する ではなく実態に着目して、適切に解釈を行うこととする。

結果を生じるような競争を防止する観点から、運行の名目ではなく実態に着目して、適切に解釈

を行うこととする。

【要件】 【要件】

貸切バスを利用した運送サービス（注１）を提供する募集型企画旅行であって、以下のいずれ 貸切バスを利用した運送サービス（注１）を提供する募集型企画旅行であって、以下のいずれ

かを含むもの。 かを含むもの。

（ア）宿泊サービス（注２）の提供 （ア）宿泊サービス（注２）の提供

（例.草津温泉一泊二日フリープラン） （例.草津温泉一泊二日フリープラン）

（イ）目的地での付随サービス（注３）の提供又は一定の活動（注４）の実施 （イ）目的地での付随サービス（注３）の提供又は一定の活動（注４）の実施

（当該サービスの提供又は当該活動の実施が旅行の日程として募集広告、契約書面（注 （当該サービスの提供又は当該活動の実施が旅行の日程として募集広告、契約書面（注

５）等に明記され、その日程が旅程管理及び特別補償の対象となっているもの（選択が ５）等に明記され、その日程が旅程管理及び特別補償の対象となっているもの（選択が

必須となっていない、いわゆる「オプショナルサービス」を除く。）に限る。例：東京 必須となっていない、いわゆる「オプショナルサービス」を除く。）に限る。例：東京

ディズニーリゾート入場券付ツアー、乗鞍ハイキング日帰りツアー等） ディズニーリゾート入場券付ツアー、乗鞍ハイキング日帰りツアー等）

（注１）運送サービスの提供は往復に限らず、片道の場合を含む。 （注１）運送サービスの提供は往復に限らず、片道の場合を含む。

（注２）「宿泊サービス」には、バス車中泊を含まない。 （注２）「宿泊サービス」には、バス車中泊を含まない。

（注３）「付随サービス」とは、運送及び宿泊のサービス以外の旅行に関するサービス （注３）「付随サービス」とは、運送及び宿泊のサービス以外の旅行に関するサービス

をいい、有料施設への入場券、観光施設（アウトレットモールを含む。）で利用 をいい、有料施設への入場券、観光施設（アウトレットモールを含む。）で利用

可能な食事券・買い物券、スキー場のリフト券その他これらに類する券面の旅 可能な食事券・買い物券、スキー場のリフト券その他これらに類する券面の旅

行者への交付を含む。 行者への交付を含む。

（注４）「一定の活動」とは、スキー、登山、ハイキング、試合観戦、イベント参加そ （注４）「一定の活動」とは、スキー、登山、ハイキング、試合観戦、イベント参加そ

の他これらに類する活動と認められるものをいう。 の他これらに類する活動と認められるものをいう。

（注５）「契約書面」とは、標準旅行業約款の募集型企画旅行の部第９条に規定する契 （注５）「契約書面」とは、標準旅行業約款の募集型企画旅行の部第９条に規定する契

約書面をいう。 約書面をいう。

なお、上記（ア）又は（イ）に該当する募集型企画旅行の旅行者と、これらには該当しない なお、上記（ア）又は（イ）に該当する募集型企画旅行の旅行者と、これらには該当しない

高速道路を経由する２地点間の移動のみを主たる目的とする募集型企画旅行の旅行者が１両 高速道路を経由する２地点間の移動のみを主たる目的とする募集型企画旅行の旅行者が１両

の貸切バスに混乗する場合は、当該車両は従前の高速ツアーバスに該当する運行形態として の貸切バスに混乗する場合は、当該車両は高速ツアーバスとして取り扱う。

取り扱う。 また、形式的には上記（ア）又は（イ）の要件に該当する募集型企画旅行であっても、例え

また、形式的には上記（ア）又は（イ）の要件に該当する募集型企画旅行であっても、例え ば以下のように、社会通念上、当該募集型企画旅行が２地点間の移動のみを主たる目的とす
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ば以下のように、社会通念上、当該募集型企画旅行が２地点間の移動のみを主たる目的とす るものと評価される場合は、「高速ツアーバス」として取り扱う。

るものと評価される場合は、従前の「高速ツアーバス」に該当する運行形態として取り扱う。

① 形式上は「付随サービス」が提供されているが、当該「付随サービス」が缶ジュース一 ① 形式上は「付随サービス」が提供されているが、当該「付随サービス」が缶ジュース一

本、おにぎり一つ等のごく廉価な物品の提供のみであったり、乗降場所付近でのアメニテ 本、おにぎり一つ等のごく廉価な物品の提供のみであったり、乗降場所付近でのアメニテ

ィ施設の利用（化粧室、シャワー室の利用等）のみであったり、観光施設等の割引券の交 ィ施設の利用（化粧室、シャワー室の利用等）のみであったり、観光施設等の割引券の交

付のみである場合。 付のみである場合。

② 「スキーバス」、「登山バス」等と称しており、旅行の日程にも「スキー」、「登山」等が ② 「スキーバス」、「登山バス」等と称しており、旅行の日程にも「スキー」、「登山」等が

含まれているものの、乗降場所がスキー場や登山口等に行くには不便な場所であるなどの 含まれているものの、乗降場所がスキー場や登山口等に行くには不便な場所であるなどの

理由により、実際には当該「一定の活動」を行わない旅行者が相当程度含まれている場合。 理由により、実際には当該「一定の活動」を行わない旅行者が相当程度含まれている場合。

（２）従前の会員制高速バスに該当しない場合 （２）会員制高速バスに該当しない場合

上記（１）に準じて取り扱うこととし、具体の事例に係る判断に当たっては、一般旅客自動車 上記（１）に準じて取り扱うこととし、具体の事例に係る判断に当たっては、乗合バス類似行

運送事業の健全な発達を阻害する結果を生じるような競争を防止する観点から、運行の名目では 為の防止の観点から、運行の名目ではなく実態に着目して、適切に解釈を行うこととする。

なく実態に着目して、適切に解釈を行うこととする。

附 則（平成26年１月24日 国自安第245号、国自旅第399号、観観産第513号）

この通達は、平成26年１月27日より施行する。
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